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取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の予定について 

 

当社は、2017年 6月 29日及び 2021年 6月 29日の株主総会それぞれで導入と改定につ

いて承認いただいた、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。

以下「対象取締役」といいます。）に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、株式報酬を

支給いたしております。 

 

また、当社は、当社の執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度（以下、総称し

て「本制度」という）を導入いたしております。 

 

今年度においても対象取締役及び当社の執行役員に対する株式報酬としての自己株式の

処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 

 

現時点において、本制度に基づき今年度割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の

総額は 3 億円を上限として見積もっております。（本制度上で定められた上限：3 億円、昨

年実績：227,980,500円） 

 

具体的な内容につきましては 2025 年 6 月 27日に開催を予定しております取締役会にお

いて最終的に決定の上、公表致します。 

 

以上 


